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労務

虎
門
中
央
法
律
事
務
所

（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

弁
護
士

臺
　
庸
子

2
0
2
4
年
4
月
か
ら
、

労
働
条
件
明
示
の
ル
ー

ル
が
変
わ
っ
た
と
聞
き

ま
す
。
変
更
の
概
要
に
つ
い
て
教
え

て
下
さ
い
。

労
働
者
と
労
働
契
約
を

締
結
す
る
際
に
、
原
則

書
面
を
交
付
し
て
明
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
労
働
条
件
に

つ
い
て
、
労
働
基
準
法
第
15
条
1
項
、

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
以
下
「
本

規
則
」）
第
5
条
第
1
項
各
号
に
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
規
則
及
び

「
有
期
労
働
契
約
の
締
結
、
更
新
及

び
雇
止
め
に
関
す
る
基
準
」（
労
働

基
準
法
第
14
条
に
基
づ
く
厚
生
労
働

大
臣
の
告
示
。
以
下
「
本
基
準
」）

が
2
0
2
3
年
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
改
正
に
基
づ
き
、
労
働
条
件

の
明
示
事
項
等
が
変
更
（
追
加
）
さ

れ
、
24
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
さ
れ

て
い
ま
す
。
今
回
は
、
そ
の
変
更

（
追
加
）
内
容
等
に
つ
い
て
概
説
い

た
し
ま
す
。
な
お
下
記
の
1
に
つ
い

て
は
、
す
べ
て
の
労
働
者
が
対
象
と

な
り
、
2
な
い
し
4
に
つ
い
て
は
有

期
契
約
労
働
者
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

１
．
就
業
の
場
所
及
び
従
事
す
べ
き

業
務
の
変
更
の
範
囲
（
改
正
後
本

規
則
第
5
条
1
項
第
1
号
の
3
）

　

改
正
前
同
号
に
は
、
明
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
労
働
条
件
の
一
つ
と

し
て
、
単
に
「
就
業
の
場
所
及
び
従

事
す
べ
き
業
務
に
関
す
る
事
項
」
と

記
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
改
正
後

は
、
こ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
変
更
の

範
囲
」
が
含
ま
れ
ま
し
た
。
い
わ
ゆ

る
正
社
員
の
み
で
な
く
、
パ
ー
ト
・

ア
ル
バ
イ
ト
や
契
約
社
員
、
派
遣
労

働
者
等
す
べ
て
の
労
働
者
が
対
象
と

な
り
ま
す
。
変
更
の
範
囲
の
明
示
が

必
要
と
な
る
の
は
、
2
0
2
4
年
4

月
1
日
以
降
に
労
働
契
約
を
締
結
、

又
は
契
約
を
更
新
す
る
時
で
す
。

　
「
変
更
」
に
は
出
張
、
研
修
等
、

就
業
の
場
所
や
従
事
す
べ
き
業
務
が

一
時
的
に
変
更
さ
れ
る
場
合
は
含
ま

れ
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え

ば
、
雇
入
れ
直
後
か
ら
テ
レ
ワ
ー
ク

を
行
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
場
合
、

「
雇
入
れ
直
後
」
の
就
業
場
所
と
し

て
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
う
場
所
を
明
示

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
厚
生
労
働

省
労
働
基
準
局
長
基
発
1
0
1
2
第

2
号
、
以
下
「
本
基
発
」）。

　

就
業
場
所
及
び
業
務
が
特
に
限
定

さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、「
変

更
の
範
囲
」
の
内
容
は
、
就
業
場
所

を
「
会
社
の
定
め
る
事
業
所
」、
従

事
す
べ
き
業
務
を
「
会
社
の
全
て
の

業
務
」
等
と
記
載
す
る
こ
と
に
な
る

か
と
思
わ
れ
ま
す
。

２
．
有
期
労
働
契
約
の
更
新
上
限
の

明
示
と
更
新
上
限
を
新
設
・
短
縮

す
る
場
合
の
説
明
（
改
正
後
本
基

準
第
1
条
）

　

本
基
準
に
、
使
用
者
は
、
有
期
労

働
契
約
締
結
後
、
当
該
契
約
の
変
更

又
は
更
新
に
際
し
て
、
通
算
契
約
期

間
、
又
は
更
新
回
数
に
つ
い
て
上
限

を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
引
下
げ
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の

理
由
を
労
働
者
に
説
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
す
る
定
め
が
新
た
に

設
け
ら
れ
ま
し
た
。

⑴
通
算
契
約
期
間
又
は
更
新
回
数
の

上
限

　

有
期
労
働
契
約
の
更
新
に
上
限
が

あ
る
場
合
に
は
、
契
約
締
結
と
契
約

更
新
ご
と
に
通
算
契
約
期
間
、
又
は

更
新
回
数
の
上
限
を
書
面
に
て
明
示

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
記
載
例
と

し
て
は
、「
通
算
契
約
期
間
は
○
年

を
上
限
と
す
る
」、「
契
約
の
更
新
回

数
は
○
回
を
上
限
と
す
る
」
等
が
考

え
ら
れ
ま
す
。

⑵
更
新
上
限
を
新
設
・
短
縮
し
よ
う

と
す
る
場
合
の
説
明

　

更
新
の
上
限
を
新
た
に
設
け
る
場

合
、
又
は
、
例
え
ば
通
算
契
約
期
間

を
4
年
か
ら
2
年
に
短
縮
す
る
場
合

は
、
当
該
新
設
や
短
縮
の
前
に
、
そ

の
理
由
を
労
働
者
に
説
明
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
説
明
の
方
法
は
、
文

書
を
交
付
し
て
個
々
の
有
期
契
約
労

働
者
毎
に
面
談
等
に
よ
っ
て
行
う
の

が
基
本
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
複
数

の
有
期
契
約
労
働
者
に
同
時
に
行
う

労
働
条
件
明
示
の
制
度
改
正

押
さ
え
て
お
き
た
い
ポ
イ
ン
ト
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等
の
方
法
に
よ
っ
て
も
差
し
支
え
な

い
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
本
基
発
）。

な
お
、
説
明
に
よ
り
労
働
者
が
納
得

す
る
こ
と
ま
で
求
め
ら
れ
て
い
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
令
和
5
年
改

正
労
働
基
準
法
施
行
規
則
等
に
係
る

労
働
条
件
明
示
等
に
関
す
る
Q
＆
A
、

以
下
「
本
Q
＆
A
」）。

３
．
有
期
契
約
労
働
者
に
対
す
る
無

期
転
換
申
込
機
会
の
書
面
に
よ
る

明
示
等
（
改
正
後
本
規
則
第
5
条

第
5
項
、
6
項
）

⑴
無
期
転
換
申
込
機
会
の
書
面
に
よ

る
明
示

　

本
規
則
第
5
条
第
5
項
が
新
設
さ

れ
、
そ
の
契
約
期
間
内
に
労
働
者
が

無
期
転
換
へ
申
込
み
可
能
と
な
る
有

期
労
働
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
お

い
て
、
①
無
期
転
換
申
込
み
に
関
す

る
事
項
、
及
び
②
当
該
申
込
み
に
係

る
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の

労
働
条
件
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

①
の
「
無
期
転
換
申
込
み
に
関
す

る
事
項
」
と
は
、
無
期
転
換
ル
ー
ル

（
有
期
労
働
契
約
が
5
年
を
超
え
て

反
復
更
新
さ
れ
た
場
合
は
、
労
働
者

の
申
込
み
に
よ
り
、
期
間
の
定
め
の

な
い
労
働
契
約
に
転
換
さ
れ
る
仕
組

み
）
に
基
づ
き
、
無
期
転
換
申
込

権
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
（
本
基
発
）。
す
な

わ
ち
、
該
当
す
る
有
期
労
働
契
約

の
契
約
期
間
の
初
日
か
ら
満
了
す

る
日
ま
で
の
間
、
無
期
転
換
を
申

し
込
む
こ
と
が
で
き
る
旨
を
書
面

に
よ
り
明
示
す
る
こ
と
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

⑵
無
期
転
換
後
の
労
働
条
件
の
書

面
に
よ
る
明
示

　

②
の
明
示
す
べ
き
無
期
転
換
後

の
労
働
条
件
は
、
改
正
後
の
本
規
則

第
5
条
第
1
項
第
1
号
、
及
び
第
1

号
の
3
か
ら
第
11
号
ま
で
の
事
項
で

す
。
こ
の
明
示
は
、
明
示
す
べ
き
事

項
ご
と
に
そ
の
内
容
を
示
す
方
法
の

ほ
か
、
有
期
労
働
契
約
の
労
働
条
件

か
ら
の
変
更
の
有
無
、
及
び
変
更
が

あ
る
場
合
は
そ
の
内
容
を
明
示
す
る

方
法
で
も
差
し
支
え
な
い
と
さ
れ
て

い
ま
す
（
本
基
発
）。

　

無
期
労
働
契
約
の
労
働
条
件
の
明

示
は
、
原
則
と
し
て
、
無
期
転
換
申

込
権
が
生
じ
る
有
期
労
働
契
約
の
締

結
時
、
及
び
無
期
転
換
申
込
権
の
行

使
に
よ
る
無
期
労
働
契
約
の
成
立
時

の
双
方
で
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

4
．
無
期
転
換
後
の
労
働
条
件
に
関

す
る
説
明
（
改
正
後
本
基
準
第
5

条
）

　

本
基
準
に
第
5
条
が
新
設
さ
れ
、

使
用
者
は
、
無
期
転
換
後
の
労
働
条

件
の
う
ち
改
正
後
本
規
則
第
5
条
第

5
項
に
定
め
る
事
項
（
前
記
3
⑵
）

を
明
示
す
る
場
合
は
、
当
該
事
項
に

関
す
る
定
め
を
す
る
に
当
た
っ
て
、

就
業
の
実
態
に
応
じ
て
均
衡
を
考
慮

し
た
事
項
（
労
働
契
約
法
第
3
条
第

2
項
）
に
つ
い
て
、
当
該
労
働
者
に

説
明
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
無
期
転

換
後
の
労
働
条
件
に
関
す
る
定
め
を

す
る
に
当
た
っ
て
、
正
社
員
等
の
待

遇
と
の
均
衡
を
考
慮
し
た
事
項
を
説

明
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
も
の
（
い
わ
ゆ
る
努
力
義

務
）
で
す
。

　
「
説
明
」
と
は
、
労
働
者
が
内
容

を
理
解
で
き
る
よ
う
、
文
書
を
交
付

し
、
労
働
者
ご
と
に
面
談
等
に
よ
り

説
明
す
る
こ
と
が
基
本
で
す
が
、
説

明
会
等
に
お
い
て
複
数
の
労
働
者
に

同
時
に
行
う
等
の
方
法
に
よ
っ
て
も

差
し
支
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
就
業
の
実
態
に
応
じ
て
均
衡
を
考

慮
し
た
事
項
」
と
は
、
た
と
え
ば
、

業
務
の
内
容
、
責
任
の
程
度
、
異
動

の
有
無
・
範
囲
等
で
す
（
本
基
発
）。

5
．
今
回
の
改
正
の
適
用
範
囲

　

前
述
は
、
2
0
2
4
年
4
月
1
日

以
降
に
締
結
さ
れ
る
労
働
契
約
（
有

期
労
働
契
約
の
同
日
以
降
の
更
新
契

約
を
含
み
ま
す
）
に
つ
い
て
適
用
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
今
回
の
改
正
を

受
け
て
、
既
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労

働
者
に
対
し
て
、
改
め
て
新
た
な
明

示
ル
ー
ル
に
対
応
し
た
労
働
条
件
を

明
示
す
る
必
要
ま
で
は
な
い
と
さ
れ

て
い
ま
す
（
本
Q
＆
A
）。

図　「労働条件明示ルール」の改定ポイント
新しく追加される明示事項

1.就業場所・業務の変更の範囲 すべての労働契約の締結時 すべての労働契約の締結時 
有期労働契約の更新時有期労働契約の更新時

明示のタイミング明示のタイミング

出所：厚生労働省公式HPより抜粋し、編集部作成

2.更新上限の有無と内容 有期労働契約の締結時と更新時有期労働契約の締結時と更新時
※併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、
　その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になる

3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件

無期転換ルールに基づく 無期転換ルールに基づく 
無期転換申込権が発生する 無期転換申込権が発生する 
契約の更新時契約の更新時

※併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たり、就業の実態に応じて、　
　正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明する
　よう努めなければならない


